
1 職員の任免及び職員数に関する状況

（１）　職員の任免

　令和6年度における職員の採用及び離職状況は、次のとおりです。

①　職種別採用者数 （令和6年4月2日から令和7年4月1日）

※

②　事由別離職者数 （令和6年4月2日から令和7年4月1日）

※

（２）　職員数の状況

①　部門別職員数と主な増減理由 （各年4月1日現在）

※

※

合　　計

会
計
部
門
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営
企
業
等
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（　392　） （　392　） （　0　）
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0
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小　　計
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1 消防体制強化

国土調査事業縮小
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0
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衛　　生 18
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土　　木 29
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一
般
行
政
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門
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普
通
会
計
部
門

334

　みやま市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成20年条例第1号）第6条の規定に基づき、令和6
年度のみやま市の人事行政の運営等の状況について、次のとおり公表します。

-

区分 定年退職

-

一般行政職

(7)

技能労務職

(2)

消防職

-

-

教育職区分

合計

(2)

勧奨退職

-

普通退職 その他

(2)

(　)内は再任用短時間勤務職員数（任期の更新は含まれません。)で外数です。

合計

(9)

消防部門

対前年
増減数

0

ごみ処理関連業務強化

4

36

19

0

地方創生、デジタル化関連業務の推進

334

下水道

小　　計

09

28

2

62

1

給食調理員退職不補充による減少

0

都市計画マスタープラン改定事業終了

主な増減理由
令和7年令和6年

職員数

4

36

教育部門

令和6年度 みやま市人事行政の運営等の状況の公表について

14 - 1 - 15

職員数には、特別職・臨時・非常勤職員及び短時間勤務職員を含みません(次項②及び③も同じ。）。

（　）内の数値は、条例定数の合計です。

7 1 5 2 15
人数

(　)内は再任用短時間勤務職員数で外数です。

（単位：人）

部門

区分
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②年齢別職員構成の状況（令和7年4月1日現在）

　

③職員数の推移

（各年４月１日現在）（単位：人・％）

（注）１　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。

53

224 + 6(2.8%)

教　育

～ ～ ～

43

47歳

20

人

20歳 52歳

41

人人

58

人 人

計

人

59歳

～ ～

以上

5

～

人

+ 1(1.6%)

35歳 39歳

29

の増減数(率)

　　　　　　　　　年　　度

部　　門

R2年 R3年 R4年

223

総合計 379 377 376 377 379

52 49 50

218 218 219 223

55

43歳

20歳

区　分 ～

27歳 31歳

～

人 人

3751

一般行政

R5年

23歳
人 人

28歳 44歳36歳

～

40歳

過去５年間

32歳

334 332 332 333 334 334 0(0.0%)

消　防 61 61 61 61 61

R6年

27
職員数

397

55歳

24歳

48 -7(-12.7%)

0(0.0%)

379 0(0.0%)

公営企業等会計計 45 45 44 45

R7年

62

60歳48歳

～
人

51歳

37922

人

56歳

44 45

普通会計計

未満
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2 職員の給与の状況

（１） 総括

　① 人件費の状況（普通会計決算）

　②　職員給与費の状況（普通会計決算）

　　計　　Ｂ 　　　　　　　

 ※　職員手当には退職手当、児童手当を含みません。

※　職員数は、令和6年4月1日現在の人数です。

※　職員数の(　)内の数値は再任用短時間勤務職員数で外数です。

　③　ラスパイレス指数の状況

（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数(構
　　　　成)を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表(一)適用職員の俸給月額を100として
　　　　計算した指数のことです。

　　　３　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。
　　　４　ラスパイレス指数（地域手当補正後ラスパイレス指数を含む）の算出に当たっては、60歳に達した日後の最初の
　　　　４月１日以後に支給される給料月額について、本来の給料月額の７割水準に設定される職員を除いている。

　④　給与制度の総合的見直しの実施状況について
①給料表の見直し　【実施】　
　内容（国の見直し内容を踏まえて、平均２％引下げ。激変緩和のため、令和3年度まで経過措置（現給保障）を実施。）
②地域手当の見直し　【支給割合　国基準0％に対し、みやま市においても支給はしていない。】
③その他の見直し内容　【管理職手当及び管理職特別勤務手当について、国と同様に見直しを実施（H28.4.1実施）】

一人当たり

千円千円

給与費 B/A

千円

16.0

(13)

給　 料

人 件 費 率

Ｂ／Ａ

千円　　　　　千円

区　分

令和6
年度

職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

　　　２　（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指します。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地

期末・勤勉手当

　　　　域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて

人

　　　　　　Ｂ

人 件 費歳 出 額

　　　　　　Ａ

令和6
年度

　　　　　　％　　　　　千円

3,419,06221,337,652

※　人件費には、市長、議員、各種委員などの特別職の職員に支給される給料や報酬、一般職の職員に支給
　される給料や諸手当、共済組合に対する事業主負担金などを含みます。

職員手当A

34,026

　　　　　千円

631,810

　　　　　（令和6年度末）

実 質 収 支
区　分

住民基本台帳人口

人　　　　　　　　千円

　　　　補正したラスパイレス指数です。（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国
　　　　の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出。）

※令和6年4月1日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②３年連続で上昇している場
合、③１００を超えている場合について、その理由及び改善の見込み

334 1,274,436 223,370 530,554 2,028,360 6,073
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（２） 職員の平均給与月額、初任給等の状況

　① 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和6年4月1日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

一般行政職とは、全職員から税務職、保健看護職、消防職、企業職、教育職および技能労務職等を除いた職員です。

　　　　②技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、令和6年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 

　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお

　　　　いて明らかにされているものです。　

　　　　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外

　　　　勤務手当等を除いたもの)で算出しています。

　②　職員の初任給の状況（令和6年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

　③　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和6年4月1日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

（注）　技能労務職は比較対象となる職員数に達していないため記載しておりません。

（国比較ベース）

平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額区　　分 平 均 年 齢

みやま市 41.5 319,500

国 42.1 323,823 ―

類似団体 42.6 318,300 374,345 343,522

区　　分
平均
年齢

職員数
平均給料

月額
平均給与
月額(A)

405,378

330,553

高　校　卒 249,380 339,825 366,745 388,189

経験年数１０年

377,316 341,591

福岡県 41.8 320,359 411,185 360,694

みやま市 53.1 10 359,800 378,650 374,050

307,888 334,311 319,875類似団体 52.3 11

福岡県 57.2 302 321,892 373,578 349,873

国 51.2 1,829 288,144 ―

経験年数２０年 経験年数２５年

一般行政職 大　学　卒 280,395 366,004 381,188 397,180

経験年数３０年

技能労務職 高　校　卒 － － － －

技能労務職 高　校　卒 170,900 - -

区　　　　分

　　　３　総務省通知に係る様式中「民間」については、比較のための適当なデータがないため記載しておりません。

区　　　　　分 みやま市 福岡県 国

うち学校給食員 53.1 10 359,800 378,650 374,050

平均給与月額
（国ベース）

一般行政職
大　学　卒 196,200 202,400 196,200

高　校　卒 170,900 170,900 166,600
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（３）一般行政職の級別職員数等の状況
①一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和6年4月1日現在）

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

（注）１　みやま市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

②昇給への人事評価の活用状況（みやま市）

ロ．　人事評価を活用していない

給料月額

７　級 部長 7 人 2.8%
365,500 446,200

区　　分 標準的な職務内容 職員数 構成比
1号級の 最高号級の

給料月額

412,300

５　級 課長補佐、参事補佐 17 人 6.8%
295,400 397,000

６　級 課長、参事 22 人 8.8%
323,100

389,500

３　級 主査 60 人 24.1%
240,900 351,000

４　級 係長、主任主査 92 人 36.9%
271,600

305,200

１　級 主事 22 人 8.8%
162,100 249,400

２　級 主任主事 29 人 11.6%
208,000

令和6年4月2日から令和7年4月1日までにおける運用 管理職員 一般職員

イ．　人事評価を活用している

活用している昇給区分
昇給可能
な区分

昇給実績
がある区分

昇給可能な
区分

昇給実績があ
る区分

上位、標準、下位の区分

上位、標準の区分

○ ○

活用予定時期 未定 未定

標準、下位の区分

標準の区分のみ（一律）
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（４）職員の手当の状況

　① 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（令和6年度支給割合） （令和6年度支給割合） （令和6年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　5～20% ・役職加算　5～20%

・管理職加算　10～25% ・管理職加算　10～25%

※　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）　（みやま市）

ロ．　人事評価を活用していない

②退職手当（令和6年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

  ・定年前早期退職特例措置（2～45%加算）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和6年度に退職した職員に支給された平均額です。

　③ 地域手当（令和6年4月1日現在）

千円

千円

％ 人 ％

％ 人 ％ ※職員派遣による支給

　④ 特殊勤務手当（令和6年4月1日現在）

千円

　円

　％

1.40 1.00

292,720

支給対象地域

2.50

・役職加算　5～15%  

1.40

1,606

1.00

一日 2,700円～8,000円

福　　　　岡　　　　県

-

支給職員１人当たり平均支給年額　（令和6年度決算）

部活動指導

イ．　人事評価を活用している

活用している成績率
支給可能
な成績率

2.50

1,731

上位、標準の成績率

2,000

18.5

4　種類

0

主な支給対象職員

支給実績　（令和6年度決算）

左記職員に対する支給単価

教育関係手当

手当の名称

みやま市

手当の種類（手当数）

緊急消防援助隊出動手当 消防職員 緊急消防援助 一日 1,680円

救急出動手当 消防職員 救急出動業務 一回200円または500円

防疫等作業手当 防疫等作業従事職員 検査及び移送

31,239

日額1,500円～4,000円

任期付教育職員

福岡市

主な支給対象業務

1.40 1.00

職員全体に占める手当支給職員の割合　（令和6年度）

支給実績
がある成績

率

支給可能な
成績率

支給実績があ
る成績率

上位、標準、下位の成績率 〇 〇

令和6年度中における運用 管理職員 一般職員

１人当たり平均支給額（令和6年度決算見込）

国

2.102.10

み　　や　　ま　　市

１人当たり平均支給額（令和6年度）

2.10 2.50

標準、下位の成績率

24.586875 19.6695 24.586875

標準の成績率のみ（一律）

○

活用予定時期 未定

み　　や　　ま　　市 国

19.6695

39.7575 47.709000 39.7575 47.709000

3310

支給職員１人当たり平均支給年額　（令和6年度決算）

国の制度（支給率）支給率 支給対象職員数

支給実績　（令和6年度決算） 879

721 22,188

47.7090 47.709000

  ・定年前早期退職特例措置（2～20%加算）

28.0395 33.270750 28.0395 33.270750

10 3 10

47.7090 47.709000
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　⑤ 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

　⑥ その他の手当（令和6年4月1日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

※職員1人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（〇年度決算）」と同じ年度の4月1日現在の総職員
数（管理職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員も含む。

97,796

314職員１人当たり平均支給年額（令和6年度決算）

支給実績（令和6年度決算）

支給実績（令和5年度決算）

（令和6年度決算）

支 給 職 員 １ 人 当 た り

手　当　名 内容及び支給単価 との異同 異なる内容 （令和6年度決算） 平 均 支 給 年 額

国の制度 国の制度と 支給実績

354職員１人当たり平均支給年額（令和5年度決算）

108,918

254,098

住居手当

自ら居住するため住宅を借
り受け家賃を支払っている
職員に、28,000円を上限に
支給

同じ 25,131 千円 302,783

扶養手当

子10,000円、それ以外の被
扶養者6,500円、16歳から22
歳までの被扶養者はさらに
5,000円

同じ 41,418 千円

69,532

管理職手当
管理の地位にある職員
部長職　66,400円
課長職　51,900円

俸給の特
別調整額と
して支給

22,236 千円 654,000

通勤手当

・交通機関等利用者に対し
月額55,000円を限度に支給
・交通用具利用者に対し通
勤距離に応じて2,600円～
31,600円を支給

異なる
区分や支
給額が異な
る。

18,426 千円

363,772

夜間勤務手当

正規の勤務時間として22時
から翌5時までの間に勤務
することを命ぜられた消防職
員
勤務1時間当たりの給与額
×25/100

3,436 千円 60,281

休日勤務手当

休日等において正規の勤務
時間中に勤務することを命
ぜられた消防職員
勤務1時間当たりの給与額
×135～160/100

同じ 20,735 千円

管理職員
特別勤務手当

週休日又は平日深夜にお
いて勤務した管理職員に職
の区分等に応じて支給
週休日等　1回　7,000円～
8,500円
平日深夜　1回　3,500円～
4,300円
（週休日等の従事時間が6
時間を超える場合は1.5倍）

異なる
区分や支
給額が異な
る。

730 千円 9,125

宿日直手当
宿直勤務又は日直勤務を命
ぜられた職員
1回につき4,400円

同じ 746 千円 4,605
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（５）特別職の報酬等の状況（令和6年4月1日現在）

（参考）類似団体における最高／最低額

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

　　（算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

880,000円×在職年数×510/100      17,952,000円

710,000円×在職年数×300/100       8,520,000円

630,000円×在職年数×252/100       6,350,400円

なし

※　令和６年１０月、市長・副市長・教育長の給料を10％減額

　　（令和6年度支給割合）

　　（令和6年度支給割合）

任期毎

期
末
手
当

議 員

副 議 長

※　市長、副市長、教育長及び議員の期末手当の基礎額は、給料又は報酬の月額に15％加算した額です。

※　退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期（4年＝48月）勤めた場合
　における退職手当の見込額です。

３．４５月分

議 長

教 育 長

市 長

副 市 長

（639,000円）※

教 育 長 630,000 - -

880,000

給

料

420,000

退
職
手
当

404,000 200,000

230,000

710,000

385,000

391,500985,000

452,000

副 市 長

副 市 長

教 育 長 任期毎

任期毎

442,000

給 料 月 額 等

議 員

545,000

区 分

議 員

議 長

市 長

報

酬

475,000

備　　　　考

市 長

（792,000円）※

３．４５月分

（567,000円）※

副 議 長

180,000

790,000
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3 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）勤務時間等

一般的な職員の勤務時間、休憩時間等は次のとおりです。

※　交替制勤務など、勤務の特殊性により、上記の勤務時間により難い場合は、別に定めています。

（２）週休日及び休日

　※　祝日法による休日とは、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日です。

　※　交替制勤務など、勤務の特殊性により、上記の勤務時間により難い場合は、別に定めています。

（３）休暇

（４）育児休業及び部分休業

令和6年度における取得状況は、以下のとおりです。

男性職員

育児短時間勤務
新規取得者数

　職員の勤務時間その他勤務条件については、国・県及び他の地方公共団体の職員との均衡等を考慮して、
条例等で定めています。

8時30分

1週間の
勤務時間

12時15分～13時

終業

　週休日とは、原則として毎週日曜日及び土曜日を、また、休日とは祝日法による休日及び年末年始
（12月29日から翌年1月3日までの日（祝日法による休日を除く。））をいいます。

女性職員

育児休業
新規取得者数

計

勤務時間の割振り

休憩時間

38時間45分 7時間45分

始業

―17時

1日の
勤務時間

　育児休業及び部分休業は、子を養育する職員の継続的な勤務を促進し、もって職員の福祉を増進す
るとともに、行政の円滑な運営に資することを目的とした制度で、3歳未満の子を養育する場合に、
任命権者の承認を得て休業又は1日の勤務時間の一部について勤務しないことができるものです。
　次世代育成の観点から、男性の積極的な育児参加が特に求められている中、みやま市においても、
各任命権者が職員の子どもたちの健やかな育成のための計画（特定事業主行動計画）を策定し、育児
休業等の制度周知の徹底と取得しやすい環境整備を図っていくこととしています。

令和6年度中に新たに育
児休業等が取得可能と

なった職員数

部分休業
新規取得者数

　職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇があります。
　特別休暇とは、特定の事由に基づいて認められるもので、選挙権の行使、結婚、出産等に伴う休暇です。
　なお、職員の令和6年1月1日～同年12月31日における年次有給休暇の平均取得日数は、12.5日です。

休息時間

17 0 0 19

11 0 0 13

6 0 0 6
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4 職員の分限及び懲戒処分の状況

（１）分限処分の状況

　令和6年度における分限処分の状況は次のとおりです。
（単位：　人）

※同一の者が複数回にわたって分限処分に付された場合は、その数を重複して計上しています。

※休職に付されている者の休職期間が更新された場合は、その都度新たな処分が行われたものとみなして計上しています。

（２）懲戒処分の状況

　令和6年度における懲戒処分の状況は次のとおりです。

（単位：　人）

※同一の者が複数回にわたって懲戒処分に付された場合は、その数を重複して計上しています。

5 職員の服務の状況

6 職員の研修及び人事評価の状況

（１）職員の研修の状況

人

人

人

人

人

（２）人事評価の状況

職場内研修（不祥事防止研修等）

0

0

研　　修　　名　　等

0

0

0 0

法令に違反した場合 0 0 0

0 0
職務上の義務に違反し又は服務を怠った
場合

0

0

0

区　　分

合　　　　　計 0

0

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行
のあった場合

0 00

0

26

研修所研修（契約事務研修等）

近隣自治体合同研修（コーチング研修等）

　職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては、全力を挙
げてこれに専念しなければならないこととされています。
　また、職員には、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義
務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止、営利企業等の従事制限を遵守するこ
とが求められています。
　みやま市においては、こうした公務員としての服務規律の確保や綱紀の粛正について、必要に応じて
職員へ周知を図るとともに、職員倫理条例を制定し、職員の倫理の保持に努めています。

00

0

0

11

0

合計

0

0 0 0

0

　懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うことにより、公務における規律と秩
序を維持することを目的として行う処分のことです。

0

区　　　分 戒告

職に必要な適格性を欠く場合

11 11

刑事事件に関し起訴された場合

減給 停職 免職

受講者数

0

合　　　　　計 0 0

区　　　分

0

職制、定数の改廃、予算の減少により廃
職、過員を生じた場合

心身の故障の場合

0

勤務実績が良くない場合

降任 免職

　分限処分とは、職員が一定の事由によってその職責を十分に果たすことができない場合に、本人の意
に反して、公務能率を維持することを目的として行う処分のことです。

休職

0

0 0 11

合計

0

114

　本市では、人材育成に主眼をおき、明確化した職務遂行基準に照らして行った評価を適材適所の人員配置
や計画的な職員の育成、更に給与等への反映に活用していくことを目的として人事評価の運用に取り組んで
います。
　人事評価の運用により、職員一人ひとりが使命感を保ちつつ、自己啓発や行政のプロとして専門知識の習
得に努めることにより、新たな課題への挑戦も含めて、能力を最大限に発揮することができるようになるこ
とで、市行政サービスが一層充実したものになると考えています。
　

808

人事係所管研修

市町村職員研修所等で受講

各課所管研修
(消防職)

人権・同和問題研修会等

消防職員安全衛生管理研修等

2,967

395

備　　考

各課所管研修
(一般行政の所管)
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7 職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）職員の福祉の状況

　①職員の安全衛生管理

　②職員の健康管理

　③職員の福利厚生

（２）職員の利益の保護の状況

8 みやま市公平委員会からの業務の報告

（１）勤務条件に関する措置の要求の状況

　①係属の状況

　②審査の状況

（２）不利益処分に関する不服申立ての状況

　①係属の状況

　②審査の状況

― ―

事案件数 0 0 0

事案名 審査等の状況

令和6年度中の要求件数 令和6年度中の処理件数 令和7年度への繰越件数

事案件数 0 0 0

令和6年度中の要求件数 令和6年度中の処理件数 令和7年度への繰越件数

― ―

事案名 審査等の状況

　職員の利益は、勤務条件に関する措置要求制度及び不利益処分に関する不服申立て制度によって保護され
ています。
　勤務条件に関する措置要求制度は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して地方公
共団体の当局により適正な措置が執られるべきことを要求する制度であり、また、不利益処分に対する不服
申立て制度は、不利益な処分を受けた職員が公平委員会に対して不服申立てを行うことを認める制度です。
　これらの制度の状況は、８　みやま市公平委員会からの業務の報告（1）・（2）のとおりです。

　職員の福利厚生制度として、地方公務員法第42条の規定に基づき、みやま市職員互助会を設置し、職員の
元気回復、職員に対する慶弔金や見舞金の給付その他福利厚生に関する事業を行っています。この職員互助
会は、職員の会費及び市の負担金（負担割合1:1、負担金額9,520千円）などで運営されています。
　また、職員の共済制度は、福岡県市町村職員共済組合に加入し、地方公務員等共済組合法に基づき、職員
と市において分担拠出する財源により、短期給付事業（医療関係等）、長期給付事業（年金関係）、福祉事
業（健康保持増進事業等）を行っています。これらは、厚生年金、国民年金、健康保険及び国民健康保険と
同様に社会保険制度の一環とされています。

　労働安全衛生法に基づき、事業者責任として職員の健康管理状態を把握し、健康障害や疾病の早期発見を
行うため、全職員を対象に健康診断を実施しています。

　職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を推進するために、労働安全衛生法に基
づき、安全衛生管理体制の整備を行い、安全衛生活動の推進に努めています。

11


